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収
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秋
田
県
医
学
生
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
五
十
五
号

　
　
　

秋
田
県
医
学
生
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　
　
　

る
規
則

　

秋
田
県
医
学
生
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
秋
田
県

規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
九
条
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
読
み
替
え
て
」
を
、
「
精
神
科
」
の

下
に
「
、
消
化
器
内
科
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
医
学
生
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
施

行
規
則
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中

「
消
化
器
内
科
」
と
あ
る
の
は
、
「
消
化
器
科
、
消
化
器
内
科
」
と
す

る
。

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
十
一
月
十
日
に
、
秋
田
県
議
会
臨
時
会
を
秋
田

市
に
招
集
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
付
議
す
べ
き
事
件
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　

一　

平
成
二
十
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）

　

二　

平
成
十
九
年
度
秋
田
県
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

　

三　

平
成
十
九
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
の
継
続
費
の
精
算
報
告

　

四　

平
成
十
九
年
度
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比

率
の
報
告

　

五　

物
損
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

　

六　

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

　

七　

道
路
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

　

八　

交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

　

九　

交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
専
決
処
分
報
告

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
号

　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
二
十
年
度
准
看
護
師
試
験
を
実
施
す

る
の
で
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令

第
三
十
四
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

試
験
の
日
時
及
び
場
所

　

㈠　

日
時

　
　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日
（
火
）

　
　
　

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

　

㈡　

場
所

　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
庁
正
庁

　
　
　

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
大
会
議
室

二　

試
験
科
目

　
　

人
体
の
仕
組
み
と
働
き　

食
生
活
と
栄
養　

薬
物
と
看
護　

疾
病
の
成

り
立
ち　

感
染
と
予
防
看
護
と
倫
理　

患
者
の
心
理　

保
健
医
療
福
祉
の

仕
組
み　

看
護
と
法
律　

基
礎
看
護
（
看
護
概
論　

基
礎
看
護
技
術　

臨

床
看
護
概
論
）　

成
人
看
護　

老
年
看
護　

母
子
看
護　

精
神
看
護

三　

受
験
資
格

　
　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
二
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
四　

受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

　

㈠　

受
験
願
書

　

㈡　

受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
　
　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
書

類

　

㈢　

履
歴
書

　

㈣　

写
真

　
　
　

出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
で
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及

び
氏
名
を
記
載
し
た
も
の　

二
枚

五　

受
験
願
書
用
紙
の
交
付

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則
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㈠　

期
間

　
　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
（
金
）
か
ら
同
年
十
二
月
十
日
（
水
）

ま
で

　

㈡　

場
所

　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課

六　

受
験
願
書
の
受
付

　

㈠　

期
間
及
び
時
間

　
　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
八
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
日
（
水
）
ま
で
の
午

前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

（
郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

付
け
る
。
）

　

㈡　

場
所

　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課

七　

受
験
手
数
料

　

㈠　

額

　
　
　

六
千
九
百
円

　

㈡　

納
付
方
法

　
　
　

受
験
願
書
の
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八　

合
格
者
の
発
表

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
日
（
火
）
午
前
十
時
に
秋
田
県
庁
正
面
公
告
板

及
び
秋
田
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.pref.akita.lg.jp/
）
に
掲

示
す
る
。

九　

合
格
証
書
の
交
付

　
　

合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

十　

試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

　
　

秋
田
県
健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課
（
電
話
○
一
八―

八
六
○―

一
四
○

五
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三

十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

告
示
し
、
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
及
び
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係

る
変
更
を
行
う
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の

調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
縦
覧

に
供
す
る
。

　

な
お
、
同
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
、
当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有

す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
知
事
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

　

㈠　

名
称　

株
式
会
社
小
松
環
境
産
業

　

㈡　

住
所　

に
か
ほ
市
中
三
地
字
中
山
二
十
八
番
地
の
七

　

㈢　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

樋　

川　

雅　

人

二　

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

に
か
ほ
市
中
三
地
字
中
山
二
十
八
番
地
の
七

三　

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政

令
第
三
百
号
）
第
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
ご
み
処
理
施
設

四　

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
及
び
ゴ
ム
く
ず

（
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
う
ち
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）

五　

申
請
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
十
七
日

六　

申
請
書
等
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

　

㈠　

縦
覧
場
所

　
　

⑴　

由
利
本
荘
市
水
林
四
百
八
番
地　

秋
田
県
由
利
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部

　
　

⑵　

に
か
ほ
市
平
沢
字
鳥
ノ
子
渕
二
十
一
番
地　

に
か
ほ
市
市
民
部
生

活
環
境
課　

　

㈡　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま

で

　

㈢　

縦
覧
時
間　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先

　

㈠　

提
出
期
限　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
五
日

　

㈡　

提
出
先　

六
㈠
に
同
じ
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三

十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に

つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
申
請
に
係
る
申
請
書
及
び
当
該
産
業
廃

棄
物
処
理
施
設
に
係
る
変
更
を
行
う
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ

す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」

と
い
う
。
）
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
同
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し

利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を

知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

　

㈠　

名
称　

株
式
会
社
小
松
環
境
産
業

　

㈡　

住
所　

に
か
ほ
市
中
三
地
字
中
山
二
十
八
番
地
の
七

　

㈢　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

樋　

川　

雅　

人

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

に
か
ほ
市
中
三
地
字
中
山
二
十
八
番
地
の
七

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政

令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
八
号
に
掲
げ
る
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施

設
及
び
同
条
第
十
三
号
の
二
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
及
び
ゴ
ム
く
ず

（
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
の
う
ち
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）

五　

申
請
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
十
七
日

六　

申
請
書
等
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

　

㈠　

縦
覧
場
所

　
　

⑴　

由
利
本
荘
市
水
林
四
百
八
番
地　

秋
田
県
由
利
地
域
振
興
局
福
祉

環
境
部

　
　

⑵　

に
か
ほ
市
平
沢
字
鳥
ノ
子
渕
二
十
一
番
地　

に
か
ほ
市
市
民
部
生

活
環
境
課

　

㈡　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま

で

　

㈢　

縦
覧
時
間　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先

　

㈠　

提
出
期
限　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
五
日

　

㈡　

提
出
先　

六
㈠
に
同
じ
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

　

第
十
次
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
鳥
獣
の
保

護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及

び
各
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く
り
推
進
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
。
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秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一
㈠　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
古
遠
部
沢
・
字
新
遠
部
沢
・
字
相
内
沢
・
字

森

林

の

所

在

場

所

全　
　
　

面　
　
　

積

保
安
林
指
定
面
積

実
測
又
は
見
込

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

指
定
の
目
的

指　
　

定　
　

施　
　

業　
　

要　
　

件

郡　

市

町　

村

（
大
字
）

字

地　
　

番

台

帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）
実
測
又
は
見
込

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

立
木
の
伐
採
の
方
法

立
木
の
伐
採
の

限
度

伐
採
種
別

標
準
伐
期
齢

間
伐
そ
の
他
特

別
の
場
合
の
伐

採
に
係
る
も
の

能
代
市

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

田
床
内

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

二
タ
又

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

三
五

三
九
の
一

三
九
の
二

六
三

九
〇

九
二

九
三

九
四

九
五

九
六

一
〇
〇
の
一

一
〇
〇
の
三

一
〇
〇
の
四

一
〇
〇
の
五

一
〇
〇
の
六

一
〇
〇
の
七

一
〇
〇
の
九

一
〇
〇
の
一
〇

一
〇
一
の
一

一
〇
二
の
一

一
〇
二
の
二

一
〇
三
の
一

一
〇
三
の
二

一
〇
四

一
、
八
九
七

五
、
三
一
四

五
、
三
五
三

四
、
二
九
七

五
九
五

四
、
四
六
二

四
、
三
六
三

四
、
三
六
三

二
六
四

四
、
三
六
三

二
〇
、
六
五
四

四
、
三
四
七

二
二
、
七
八
七

二
一
、
五
七
八

一
、
九
八
六

一
九
、
八
三
五

二
五
、
五
七
五

二
五
、
五
七
五

八
、
一
一
〇

四
、
二
一
一

一
、
〇
八
三

一
、
四
一
〇

一
〇

一
、
七
九
八

〇
・
二
八
〇
〇

〇
・
五
二
〇
〇

〇
・
三
五
〇
〇

三
・
四
五
〇
〇

〇
・
九
一
〇
〇

〇
・
七
五
〇
〇

一
・
二
二
〇
〇

〇
・
七
九
〇
〇

〇
・
〇
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

五
・
八
〇
〇
〇

一
九
・
九
八
〇
〇

二
・
四
〇
〇
〇

三
・
八
七
〇
〇

〇
・
一
八
〇
〇

〇
・
五
九
〇
〇

二
・
八
〇
〇
〇

〇
・
五
五
〇
〇

三
・
八
五
〇
〇

〇
・
四
一
〇
〇

〇
・
二
〇
〇
〇

〇
・
六
七
〇
〇

〇
・
〇
〇
五
〇

〇
・
九
二
〇
〇

〇
・
二
八
〇
〇

〇
・
五
二
〇
〇

〇
・
三
五
〇
〇

三
・
四
五
〇
〇

〇
・
九
一
〇
〇

〇
・
七
五
〇
〇

一
・
二
二
〇
〇

〇
・
七
九
〇
〇

〇
・
〇
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

五
・
八
〇
〇
〇

一
九
・
九
八
〇
〇

二
・
四
〇
〇
〇

三
・
八
七
〇
〇

〇
・
一
八
〇
〇

〇
・
五
九
〇
〇

二
・
八
〇
〇
〇

〇
・
五
五
〇
〇

三
・
八
五
〇
〇

〇
・
四
一
〇
〇

〇
・
二
〇
〇
〇

〇
・
六
七
〇
〇

〇
・
〇
〇
五
〇

〇
・
九
二
〇
〇

干
害
の
防
備

（
附
属
明
細
書

の
と
お
り
）

主
伐
と
し
て
伐

採
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市

町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備

計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以

上
の
も
の
と
す

る
。

（
附
属
明
細
書

の
と
お
り
）

（
附
属
明
細
書

の
と
お
り
）

　

（
「
附
属
明
細
書
」
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
能
代
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　
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兎
尻
沢
・
字
砂
子
沢
・
上
向
字
モ
ノ
ク
サ
沢
・
荒
谷
字
小
滝
・
鹿
角
市

八
幡
平
字
熊
沢
・
北
秋
田
市
綴
子
字
糠
沢
・
七
日
市
字
仙
戸
石
沢
・
字

仙
戸
石
沢
・
山
本
郡
八
峰
町
峰
浜
水
沢
字
水
沢
山
・
山
本
郡
藤
里
町
粕

毛
字
鹿
瀬
内
沢
（
以
上
十
三
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

水
源
の
か
ん
養

　

㈢　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

⑴　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

ア　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す

る
。

　
　
　
　
　

字
古
遠
部
沢
・
字
新
遠
部
沢
・
字
相
内
沢
・
字
兎
尻
沢
・
字
砂

子
沢
・
字
小
滝
・
字
熊
沢
・
字
糠
沢
・
字
仙
戸
石
沢
・
字
水
沢

山
・
字
鹿
瀬
内
沢
（
以
上
十
一
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）

　
　
　

イ　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

字
兎
尻
沢
・
字
熊
沢
・
字
糠
沢
・
字
仙
戸
石
沢
・
字
仙
戸
石

沢
・
字
水
沢
山
（
以
上
六
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

　
　
　

ウ　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

い
。

　
　
　

エ　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

オ　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

⑵　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
㈠　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

大
館
市
雪
沢
字
長
木
沢
・
長
走
字
下
モ
内
沢
・
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁

村
南
沢
字
小
阿
仁
奥
山
・
山
本
郡
藤
里
町
藤
琴
字
大
座
崩
沢
・
字
藤
琴

沢
（
以
上
五
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

㈢　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

⑴　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

ア　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す

る
。

　
　
　
　
　

字
長
木
沢
・
字
小
阿
仁
奥
山
・
字
大
座
崩
沢
・
字
藤
琴
沢
（
以

上
四
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　
　

イ　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

字
長
木
沢
・
字
下
モ
内
沢
・
字
小
阿
仁
奥
山
・
字
大
座
崩
沢
・

字
藤
琴
沢
（
以
上
五
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

　
　
　

ウ　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

い
。

　
　
　

エ　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

オ　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

⑵　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
㈠　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

北
秋
田
市
七
日
市
字
仙
戸
石
沢
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

公
衆
の
保
健

　

㈢　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

⑴　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

ア　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

字
仙
戸
石
沢
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　
　

イ　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

い
。

　
　
　

ウ　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

エ　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

⑵　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関

係
書
類
を
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
、
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
、
北
秋
田

地
域
振
興
局
農
林
部
、
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び

町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

　

平
成
二
十
年
十
月
十
日
に
実
施
し
た
第
三
十
七
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験

の
結
果
次
の
受
験
者
が
合
格
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

受
験
番
号

　
　
　

三

　
　
　

四

　
　
　

六

　
　
　

七

　
　
　

八

　
　

一
二

　
　

一
三

　
　

二
二

　
　

二
六

　
　

二
九

　
　

三
二

　
　

三
九

　
　

四
一

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
三

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
収
用
の
手
続
開
始
を
告
示
す
る
。

　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

起
業
者
の
名
称　

由
利
本
荘
市

二　

事
業
の
種
類　

由
利
本
荘
市
文
化
複
合
施
設
整
備
事
業
及
び
こ
れ
に
伴

う
市
道
付
替
工
事

三　

収
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
起
業
地

　
　

秋
田
県
由
利
本
荘
市
桜
小
路
及
び
東
町
地
内

四　

土
地
収
用
法
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場

所

　
　

由
利
本
荘
市　

都
市
計
画
課

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該

都
市
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知

事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

道
路

二　

都
市
計
画
の
案
の
名
称

　
　

横
手
都
市
計
画
道
路
（
三
・
四
・
十
四
号
桜
沢
団
地
線
）
の
変
更

三　

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

　
　

削
除
す
る
部
分　

横
手
市
柳
田
、
字
新
藤
及
び
字
礼
塚

四　

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

　

㈠　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号　

建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

　

㈡　

横
手
市
旭
川
一
丁
目
三
番
四
十
一
号　

平
鹿
地
域
振
興
局
建
設
部
用

地
課
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二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

三　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
三
日
ま
で

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
六
十
号

　

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
そ
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
河
川
の
名
称

　
　

一
級
河
川
下
内
川
、
一
級
河
川
岩
見
川
、
一
級
河
川
役
内
川

二　

指
定
の
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

　
　

次
の
図
の
と
お
り

　
　

（
次
の
図
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
、
北

秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
、
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
、
雄
勝
地
域
振
興

局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
三
条
ノ
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
埋
立
地
の
用
途
の
変
更
を
許
可
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
港
港
湾
管
理
者　

秋
田
県　

代
表
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

埋
立
地
の
用
途
の
変
更
の
許
可
の
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
二

日
二　

埋
立
地
の
用
途
の
変
更
の
許
可
を
受
け
た
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表

者
の
氏
名

　

㈠　

名
称　

秋
田
県

　

㈡　

住
所　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

　

㈢　

代
表
者
の
氏
名　

秋
田
県
知
事　

寺
田　

典
城

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

㈠　

埋
立
区
域

　
　

⑴　

位
置　

秋
田
市
飯
島
古
道
下
川
端
二
百
二
十
番
の
一
、
二
百
二
十

　
　
　
　
　
　

番
の
四
、
二
百
二
十
五
番
の
一
及
び
二
百
二
十
五
番
の
二
の

　
　
　
　
　
　

各
地
先
公
有
水
面

　
　

⑵　

面
積　

七
万
四
千
六
百
十
九
・
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル

　

㈡　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　

⑴　

位
置　

秋
田
市
飯
島
古
道
下
川
端
二
百
十
九
番
の
一
、
二
百
十
七

番
の
六
、
二
百
十
七
番
の
五
十
及
び
二
百
十
七
番
の
五
十
二

に
接
す
る
海
浜
地
並
び
に
二
百
十
九
番
の
一
各
地
先
公
有
水

面

　
　

⑵　

面
積　

四
十
七
万
八
千
百
八
十
八
・
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

変
更
に
係
る
埋
立
地
の
用
途

　

㈠　

変
更
前　

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
用
地

　

㈡　

変
更
後　

防
災
緑
地
・
工
業
用
地

　

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
九
条
の
四
第
四
号

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
社
会
教
育
主
事
の
資
格
を
有
す
る
者
と
し
て
認

定
し
た
の
で
、
社
会
教
育
主
事
の
資
格
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十

五
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

職
務
代
理
者　

鈴　

木　

長　

男　

一　

現
住
所　

秋
田
県
湯
沢
市
下
院
内
字
常
盤
町
一
〇
八

二　

氏
名　

鹿
角　

将
良

三　

生
年
月
日　

昭
和
五
十
二
年
二
月
二
十
三
日

四　

認
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

旧

百
一
号

Ａ
山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
六
〇
番
四
か
ら
浜
田
一
八
二
番
二
一
地
先
ま
で

一
〇
・
六
〇
～
二
二
・
七
〇

〇
・
一
四
〇

Ｂ
山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
五
四
番
一
七
地
先
か
ら
浜
田
一
二
三
番
二
地
先
ま

で

五
・
七
〇
～
八
・
四
〇

〇
・
〇
八
〇

Ｃ
山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
五
四
番
一
七
地
先
か
ら
浜
田
一
二
〇
番
三
地
先
ま

で

三
・
〇
〇
～
五
・
四
〇

〇
・
一
〇
五

新

百
一
号

山
本
郡
八
峰
町
八
森
字
塚
の
台
六
〇
番
四
か
ら
浜
田
一
八
二
番
二
一
地
先
ま
で

一
〇
・
六
〇
～
二
二
・
七
〇

〇
・
一
四
〇

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
、
「
Ｂ
」
及
び
「
Ｃ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

　

㈢　

横
手
市
十
文
字
町
字
海
道
下
七
番
地　

横
手
市
建
設
部
都
市
計
画
課

　

㈣　

横
手
市
中
央
町
八
番
二
号　

横
手
市
横
手
地
域
局
地
域
維
持
課

五　

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
（
金
）
か

ら
同
年
十
一
月
十
四
日
（
金
）
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
公
告



６

平成20年10月31日（金曜日） 第2026号秋　　田　　県　　公　　報

秋
選
管
告
示
第
八
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
次
の
政

治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

届
出
年
月
日

民
主
党
秋
田
県
参
議
院
選
挙
区
第
１
総
支
部

松　

浦　

大　

悟

後　

藤　
　
　

健

秋
田
市
山
王
五
丁
目
十
四
─
二　

山
王
土
地
ビ
ル
一
階

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

一　

政
党

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

届
出
年
月
日

深
沢
均
後
援
会

渡　

辺　

千
加
士

武　

田　
　
　

弘

仙
北
郡
美
郷
町
羽
貫
谷
地
字
谷
地
中
八

平
成
二
十
年
九
月
九
日

佐
々
木
重
人
と
元
気
な
秋
田
を
つ
く
る
会

佐
々
木　

重　

人

佐
々
木　

織　

栄

大
館
市
小
館
町
七
─
六
十
四

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
八
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に

次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

金
田
勝
年
を
支
援
す
る
お
茶
人

の
会

代

表

者

五
十
嵐　

宗　

憲

辻　
　
　

兵　

吉

平
成
二
十
年
九
月
八
日

会

計

責

任

者

五
十
嵐　

宗　

憲

辻　
　
　

兵　

吉

一
票
一
新
の
会

政
治
団
体
の
名
称

一
票
一
新
の
会

京
野
公
子
後
援
会

平
成
二
十
年
九
月
十
六
日

北
秋
田
市
き
し
べ
す
す
む
後
援

会

政
治
団
体
の
名
称

北
秋
田
市
き
し
べ
す
す
む
後
援
会

岸
部
陞
後
援
会

　
　
　
　

〃

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

北
秋
田
市
綴
子
字
掛
泥
二
十
一

北
秋
田
市
脇
神
字
川
口
塚
ノ
岱
六

一　

そ
の
他
の
政
治
団
体



７

平成20年10月31日（金曜日） 第2026号秋　　田　　県　　公　　報

秋
選
管
告
示
第
八
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

金
田
勝
年
を
支
援
す
る
お
茶
人
の
会

五
十
嵐　

宗　

憲

平
成
二
十
年
九
月
六
日

平
成
二
十
年
九
月
八
日

久
米
章
弘
後
援
会

小　

林　

耕　

作

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日

　
　
　
　

〃

ネ
ク
ス
ト
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
研
究
会

佐
々
木　

重　

人

平
成
二
十
年
九
月
二
十
三
日

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

村
上
薫
後
援
会

村　

上　
　
　

薫

平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

一　

そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
八
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

Ⅰ
　

種
類

　
政

治
資

金
規

正
法

第
17条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
書

Ⅱ
　

報
告

書
の

要
旨

　
１

　
収

入
及

び
支

出
の

あ
る

団
体

　
　

⑴
　

そ
の

他
の

政
治

団
体

　
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
ネ
ク
ス
ト
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
研
究
会

（
平

成
17年

分
）

　
　

　
　

報
告

年
月

日
　

平
成

20年
９

月
24日

　
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
71,467円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
71,467円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
ネ
ク
ス
ト
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
研
究
会

（
平

成
18年

分
）

　
　

　
　

報
告

年
月

日
　

平
成

20年
９

月
24日

　
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
71,467円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
71,467円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
ネ
ク
ス
ト
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
研
究
会

（
平

成
19年

分
）

　
　

　
　

報
告

年
月

日
　

平
成

20年
９

月
24日

　
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
71,467円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
71,467円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
ネ
ク
ス
ト
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
研
究
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
　

報
告

年
月

日
　

平
成

20年
９

月
24日

　
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
71,467円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
71,467円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
村
上
薫
後
援
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
　

報
告

年
月

日
　

平
成

20年
９

月
25日

　
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 207,076円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 202,422円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 4,654円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 207,076円
　

　
　

　
イ

　
収

入
・

支
出

の
内

訳
　

　
　

　
　

ア
　

収
入

の
内

訳
　

　
　

　
　

　
　

　
そ

の
他

の
収

入
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 4,654円
　

　
　

　
　

　
　

合
　

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 4,654円
　

　
　

　
　

イ
　

支
出

の
内

訳
　

　
　

　
　

　
　

　
経

常
経

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 203,816円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
人

件
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
83,398円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
光

熱
水

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
64,696円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
備

品
・

消
耗

品
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 9,130円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
事

務
所

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
46,592円

　
　

　
　

　
　

　
　

政
治

活
動

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 3,260円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
組

織
活

動
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 3,260円

　
　

　
　

　
　

　
合

　
計

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 207,076円
　

２
　

収
入

及
び

支
出

の
な

い
団

体
　

　
⑴

　
そ

の
他

の
政

治
団

体

政
治

団
体

の
名

称
報

告
年

月
日

金
田

勝
年

を
支

援
す

る
お

茶
人

の
会

（
平

成
20年

分
）

平
成

20年
９

月
８

日



８

平成20年10月31日（金曜日） 第2026号秋　　田　　県　　公　　報

秋
選
管
告
示
第
八
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
等
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定

の
取
消
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

久
米

章
弘

後
援

会
（

平
成

20年
分

）
平

成
20年

９
月

８
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
　

金
　

管
　

理
　

団
　

体

届
出
年
月
日

名　
　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

佐
々
木
　

重
　

人

衆
議
院
議
員

佐
々
木
重
人
と
元
気
な
秋
田
を
つ

く
る
会

大
館
市
小
館
町
七
─
六
十
四

佐
々
木　

重　

人

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

秋
選
管
告
示
第
八
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

京　

野　

公　

子

衆
議
院
議
員

一
票
一
新
の
会

資
金
管
理
団
体

の

名

称

一
票
一
新
の
会

京
野
公
子
後
援
会

平
成
二
十
年
九
月
十
六
日

秋
選
管
告
示
第
八
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事

項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

資
金
管
理
団
体
の
取
消
の

届
出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

取

り

消

し

た

資

金

管

理

団

体

届
出
年
月
日

名　
　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

佐
々
木
　

重
　

人

衆
議
院
議
員

ネ
ク
ス
ト
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
研
究

会

南
秋
田
郡
五
城
目
町
字
神
明
前
六
十
七
─
七

佐
々
木　

重　

人

平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日

村
　

上
　
　
　

薫

県
議
会
議
員

村
上
薫
後
援
会

に
か
ほ
市
平
沢
字
新
町
六
十
二
─
六

村　

上　
　
　

薫

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
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秋
選
管
告
示
第
八
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第

一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報

告
書
に
つ
い
て
、
修
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
修
正
し
、
公
表
す
る
°

　
　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

平
成

20年
秋

選
管

告
示

第
11及

び
21号

⑴
　

政
党

　
自

由
民

主
党

秋
田

県
参

議
院

選
挙

区
第

二
支

部
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

中
　

　
　

「
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
80,998,899円

」
を

　
　

　
「

収
入

総
額

　
　

　
　

　
　

81,498,899円
」

に
改

め
る

。
　

　
　

「
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
77,478,845円

」
を

　
　

　
「

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

77,978,845円
」

に
改

め
る

。
　

　
　

「
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
80,998,899円

」
を

　
　

　
「

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

81,498,899円
」

に
改

め
る

。
　

イ
　

収
入

・
支

出
の

内
訳

ア
収

入
の

内
訳

中
　

　
　

「
寄

附
　

　
　

　
　

　
　

　
41,478,845円

」
を

　
　

　
「

寄
附

　
　

　
　

　
　

　
　

41,978,845円
」

に
改

め
る

。
　

　
　

「
政

治
団

体
か

ら
の

寄
附

　
12,720,000円

」
を

　
　

　
「

政
治

団
体

か
ら

の
寄

附
　

13,220,000円
」

に
改

め
る

。
　

　
　

「
合

計
　

　
　

　
　

　
　

　
77,478,845円

」
を

　
　

　
「

合
計

　
　

　
　

　
　

　
　

77,978,845円
」

に
改

め
る

。
　

　
［

寄
附

の
内

訳
］

　
　

　
政

治
団

体
か

ら
の

寄
附

中
　

　
　

「
自

由
民

主
党

神
奈

川
県

第
十

三
選

挙
区

支
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 200,000円
　

神
奈

川
県

大
和

市
」

を
　

　
　

「
自

由
民

主
党

神
奈

川
県

第
十

三
選

挙
区

支
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 200,000円
　

神
奈

川
県

大
和

市
　

　
　

　
勝

山
会

　
　

　
　

　
　

　
 500,000円

　
秋

田
市

」
に

改
め

る
。

　
イ

　
収

入
・

支
出

の
内

訳
イ

支
出

の
内

訳
中

　
　

　
「

政
治

活
動

費
　

　
　

　
　

41,532,828円
」

を
　

　
　

「
政

治
活

動
費

　
　

　
　

　
42,032,828円

」
に

改
め

る
。

　
　

　
「

組
織

活
動

費
　

　
　

　
　

 4,665,829円
」

を
　

　
　

「
組

織
活

動
費

　
　

　
　

　
 5,165,829円

」
に

改
め

る
。

　
　

　
「

合
計

　
　

　
　

　
　

　
　

80,998,899円
」

を
　

　
　

「
合

計
　

　
　

　
　

　
　

　
81,498,899円

」
に

改
め

る
。

平
成

20年
秋

選
管

告
示

第
76号

報
告

書
の

要
旨

　
穂

積
志

政
策

研
究

会
欄

中
「　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

を
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

「　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
に

改
め

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
平

成
20年

秋
選

管
告

示
第

76号
報

告
書

の
要

旨
　

佐
藤

賢
一

郎
後

援
会

欄
中

「　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

を
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
「　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
に

改
め

る
。

23,580,426
23,570,454

859,540
9,972

13,100,000
13,100,000

9,620,000
886

22,720,886
78,445

193,679
1,063,554

1,335,678
193,083

4,041,693
18,000,000

22,234,776
23,570,454

23,580,426
23,660,708

859,540
919,718

13,100,000
13,100,000

9,620,000
886

22,720,886
78,445

193,679
1,063,554

1,335,678
193,083

3,131,947
18,000,000

21,325,030
22,660,708

7,369,505
7,229,623

262,530
139,882

2,749,634
2,730,000

5,479,634
317,100

1,310,000
241

7,106,975
1,557,652

306,596
504,342

1,720,307
4,088,897

2,182,416

958,310
3,140,726

7,229,623

7,369,505
7,229,623

262,530
139,882

1,749,634
2,730,000

4,479,634
317,100

2,310,000
241

7,106,975
1,557,652

306,596
504,342

1,720,307
4,088,897

2,182,416

958,310
3,140,726

7,229,623
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」
⑶

　
そ

の
他

の
政

治
団

体
　

ア
寄

附
の

内
訳

（
同

一
の

者
か

ら
の

寄
附

で
年

間
５

万
円

を
超

え
た

も
の

）
　

佐
藤

賢
一

郎
後

援
会

欄
中

「　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
を

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
「　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

に
改

め
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

⑶
　

そ
の

他
の

政
治

団
体

　
ウ

借
入

金
の

内
訳

　
佐

藤
賢

一
郎

後
援

会
欄

中
「　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

を
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

「　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
に

改
め

る
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
⑶

　
そ

の
他

の
政

治
団

体
　

カ
資

産
等

の
内

訳
（

エ
）

借
入

金
　

佐
藤

賢
一

郎
後

援
会

欄
中

「　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
を

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
「　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

に
改

め
る

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
修

正
の

報
告

が
あ

っ
た

が
、

平
成

20年
秋

選
管

告
示

第
76号

報
告

書
の

要
旨

に
修

正
の

な
い

団
体

958,310
3,140,726

7,229,623

個
人

佐
藤

　
賢

一
郎

1,184,716
大

館
市

個
人

佐
藤

　
賢

一
郎

　
184,716

大
館

市

佐
藤

　
　

　
忠

1,310,000

佐
藤

　
　

　
忠

1,310,000

佐
藤

　
賢

一
郎

1,000,000

佐
藤

　
　

　
忠

1,310,000

佐
藤

　
　

　
忠

1,310,000

佐
藤

　
賢

一
郎

1,000,000

政
治

団
体

の
名

称

石
川

ひ
と

み
を

育
て

る
会

た
る

か
わ

隆
後

援
会

石
川

れ
ん

じ
ろ

う
後

援
会

監
査
結
果
公
告
第
14号

　
地

方
自

治
法

（
昭

和
22年

法
律

第
67号

）
第

199条
第

４
項

の
規

定
に

よ
る

監
査

を
執

行
し

、
そ

の
結

果
を

秋
田

県
知

事
に

報
告

し
た

と
こ

ろ
、

次
の

と
お

り
当

該
監

査
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

つ
い

て
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

同
条

第
12項

の
規

定
に

基
づ

き
公

表
す

る
。

　
　

平
成

20年
10月

31日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
監

査
委

員
　

金
　

谷
　

信
　

栄
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
監

査
委

員
　

こ
だ

ま
　

祥
　

子
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
監

査
委

員
　

大
　

和
　

顯
　

治

　
　
　
　
　
監
査
委
員
公
告
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秋
田
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
海
区
管
内
の
沿
岸
海
域
に
来
遊
す
る
は
た
は
た
資
源

の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

　

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長　

加　

藤　

和　

夫　

（
採
捕
の
制
限
）

　

次
に
掲
げ
る
禁
止
区
域
及
び
禁
止
期
間
に
お
い
て
は
、
は
た
は
た
を
採
捕

し
て
は
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
第
二
種
共
同
漁
業
を
内
容
と
す
る
漁
業
権
に
基
づ
い
て
採
捕
す

る
場
合
又
は
竿
釣
・
手
釣
（
か
ら
釣
り
を
除
く
。
）
、
や
す
、
は
具
若
し
く

は
徒
手
に
よ
り
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一　

禁
止
区
域　

水
深
三
十
メ
ー
ト
ル
以
浅
の
沿
岸
海
域

二　

禁
止
期
間　

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
三
十

一
日
ま
で

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
秋

田
県

監
査

委
員

　
菊

　
地

　
康

　
男

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
財

─
─

─
─

─
451

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
平

成
20年

10月
７

日
秋

田
県

監
査

委
員

　
金

　
谷

　
信

　
栄

　
様

秋
田

県
監

査
委

員
　

こ
だ

ま
　

祥
　

子
　

様
秋

田
県

監
査

委
員

　
大

　
和

　
顯

　
治

　
様

秋
田

県
監

査
委

員
　

菊
　

地
　

康
　

男
　

様
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
知

事
　

寺
　

田
　

典
　

城
　

監
査

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
に

つ
い

て
（

通
知

）
　

平
成

20年
９

月
５

日
付

け
監

委
―

338で
通

知
の

あ
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
、

別
紙

の
と

お
り

提
出

し
ま

す
。

別
紙監

査
箇

所
名

脳
血

管
研

究
セ

ン
タ

ー
監

査
年

月
日

平
成

20年
７

月
15

日
、

16日

（
指

摘
事

項
）

　
未

収
金

の
解

消
に

向
け

、
法

的
措

置
を

含
め

た
実

効
性

の
あ

る
債

権
回

収
策

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
新

た
な

未
収

金
を

発
生

さ
せ

な
い

仕
組

み
を

つ
く

る
な

ど
の

対
策

を
着

実
に

実
施

し
て

い
く

こ
と

。
（

措
置

状
況

）
　

未
収

金
の

発
生

防
止

に
つ

い
て

は
、

従
来

ま
で

の
督

促
状

・
催

告
状

の
送

付
や

電
話

で
の

督
促

に
加

え
、

高
額

医
療

費
給

付
制

度
の

申
請

支
援

に
積

極
的

に
取

り
組

ん
だ

こ
と

や
分

割
納

付
の

働
き

か
け

を
強

め
た

こ
と

に
よ

り
、

分
割

納
付

を
開

始
し

た
方

が
い

る
な

ど
、

新
た

な
高

額
未

納
者

の
発

生
抑

制
や

過
年

度
未

収
金

の
減

少
に

一
定

の
成

果
が

み
ら

れ
た

こ
と

か
ら

、
引

き
続

き
こ

う
し

た
取

組
を

強
化

し
て

ま
い

り
ま

す
。

ま
た

、
未

収
金

の
発

生
原

因
に

は
、

無
保

険
者

や
保

険
料

未
納

者
な

ど
の

方
も

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
入

院
初

期
の

段
階

で
家

族
と

面
談

し
、

市
町

村
の

担
当

部
署

へ
の

相
談

を
勧

め
る

な
ど

の
取

組
を

強
化

し
て

ま
い

り
ま

す
。

　
法

的
措

置
を

含
め

た
未

収
金

の
回

収
策

に
つ

い
て

は
、

県
の

「
第

４
期

行
財

政
改

革
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

お
い

て
も

取
り

組
む

べ
き

課
題

と
さ

れ
て

お
り

、
裁

判
所

を
通

じ
た

支
払

督
促

や
少

額
訴

訟
制

度
な

ど
の

活
用

が
検

討
さ

れ
て

お
り

ま
す

の
で

、
引

き
続

き
未

納
者

の
生

活
実

態
の

把
握

に
努

め
、

県
担

当
部

局
と

の
連

携
の

も
と

、
必

要
な

措
置

を
講

じ
て

ま
い

り
ま

す
。
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ン
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査
年

月
日

平
成

20年
７

月
15

日
、

16日

（
指

摘
事

項
）

１
　

未
収

金
の

解
消

に
向

け
、

法
的

措
置

を
含

め
た

実
効

性
の

あ
る

債
権

回
収

策
を

講
ず

る
と

と
も

に
、

新
た

な
未

収
金

を
発

生
さ

せ
な

い
仕

組
み

を
つ

く
る

な
ど

の
対

策
を

着
実

に
実

施
し

て
い

く
こ

と
。

２
　

診
療

報
酬

改
定

に
伴

う
シ

ス
テ

ム
改

修
業

務
委

託
契

約
に

お
い

て
、

成
果

品
検

査
の

期
間

を
考

慮
し

な
い

で
委

託
期

間
を

定
め

た
こ

と
に

よ
り

、
年

度
内

に
検

査
を

終
了

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
。

こ
の

こ
と

に
伴

い
、

予
算

の
繰

越
手

続
が

必
要

と
な

っ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

こ
れ

を
行

わ
ず

に
会

計
処

理
し

て
い

る
の

で
、

今
後

は
適

正
な

事
務

処
理

を
行

う
こ

と
。

３
　

医
事

業
務

委
託

契
約

の
う

ち
、

受
託

者
が

行
う

診
療

報
酬

請
求

事
務

に
お

い
て

、
生

活
療

養
費

の
一

部
に

請
求

漏
れ

が
あ

っ
た

の
で

、
今

後
は

受
託

者
に

対
し

て
適

正
な

業
務

の
執

行
を

求
め

る
と

と
も

に
、

履
行

の
確

認
を

適
切

に
行

う
こ

と
。

４
　

医
療

材
料

の
搬

送
及

び
滅

菌
消

毒
業

務
委

託
に

お
い

て
、

変
更

契
約

時
の

積
算

誤
り

に
よ

り
過

払
い

と
な

っ
て

い
る

の
で

、
所

要
の

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
今

後
は

適
切

な
処

理
を

行
う

こ
と

。
（

措
置

状
況

）
１

　
未

収
金

未
然

防
止

策
と

し
て

、
入

院
申

込
時

に
身

元
引

受
人

及
び

連
帯

保
証

人
の

申
告

を
求

め
、

医
療

費
支

払
い

の
確

約
に

努
め

て
ま

い
り

ま
す

。
ま

た
、

医
療

費
負

担
軽

減
の

た
め

に
高

額
医

療
費

制
度

、
福

祉
医

療
、

生
活

保
護

な
ど

の
各

種
制

度
を

周
知

す
る

と
と

も
に

、
退

院
時

は
あ

ら
か

じ
め

概
算

医
療

費
を

伝
え

、
早

期
の

納
付

を
働

き
か

け
て

ま
い

り
ま

す
。

　
　

過
年

度
未

収
金

に
つ

い
て

は
、

電
話

や
文

書
に

よ
る

督
促

を
継

続
的

に
行

う
と

と
も

に
、

未
納

理
由

の
大

半
が

生
活

困
窮

で
あ

る
こ

と
か

ら
訪

問
調

査
な

ど
に

よ
り

生
活

実
態

の
把

握
を

行
い

、
債

務
承

認
や

分
割

納
付

の
奨

励
な

ど
、

よ
り

一
層

の
未

収
金

解
消

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。

２
　

契
約

金
は

決
算

で
未

払
金

と
し

て
整

理
し

て
お

り
ま

す
。

委
託

業
務

に
つ

い
て

は
、

９
月

末
で

履
行

さ
れ

検
査

も
終

了
し

、
支

払
い

手
続

を
進

め
て

お
り

ま
す

。
今

後
は

病
院

事
業

財
務

規
則

を
遵

守
し

、
適

正
な

事
務

処
理

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。

３
　

請
求

漏
れ

と
な

っ
た

生
活

療
養

費
は

審
査

機
関

に
再

請
求

し
収

入
さ

れ
て

お
り

ま
す

。
今

後
は

診
療

報
酬

の
算

定
に

関
す

る
通

知
を

遵
守

し
、

適
切

な
業

務
の

遂
行

を
受

託
業

者
に

働
き

か
け

る
と

と
も

に
、

審
査

を
適

正
に

行
う

よ
う

努
め

て
ま

い
り

ま
す

。
４

　
受

託
業

者
に

対
し

て
経

緯
を

説
明

の
う

え
返

納
を

要
請

し
、

過
払

金
に

つ
い

て
は

返
納

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

今
後

は
適

正
な

事
務

処
理

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。
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